
〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
七
年
二

月
一
六
日

名
古
屋
地
裁

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
八
年

五
月
二
五
日

名
古
屋
高
裁

控
訴
棄
却

(原
告
上
告
)

〔上
告
審
決
定
〕
平
成
一
八
年
一
一
月

一
四
日

最

高

裁

上
告
棄
却

(確
定
)

は
じ
め
に

道
路
附
属
物
と
し
て
設
置
さ
れ
る
駒
止

(道
路
法
二
条
二
項
一
号
)
の
形

状
、
設
置
場
所
等
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
応

じ
て
そ
の
設
置
態
様
は
様
々
で
あ
る
。

今
回
は
、
駒
止
に
つ
い
て
の
設
置

･
管
理
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例
を
と
り

あ
げ
、
駒
止
に
係
る

｢通
常
有
す
べ
き
安
全
性
｣
(｢国
家
賠
償
法
二
条
一

項
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安

全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
｣
う
。
『高
知
落
石
訴
訟
』
最
判
昭
和
四
五

年
八
月
二
〇
日
民
集
二
四
巻
九
号
三
一六
八
頁
)
に
つ
い
て
裁
判
所
が
示
し

た
判
断
の
一
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
、
本
件
に
つ
い
て
確

定
し
た
控
訴
審
判
決
を
紹
介
す
る
。

一

事
案
の
概
要
等

1

事
案
の
概
要

本
件
は
、
原
告
が
、
道
路
上
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
ま
づ
い
て
受

傷
し
た
と
し
て
、
道
路
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
を
設
置
管
理
す
る
被
告

(N
市
)
に

対
し
、
道
路
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
、
国
家

賠
償
法
二
条
に
基
づ
き

一
〇
0
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
原
審

が
請
求
棄
却
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
で
、
こ
れ
に
不
服
の
あ
る
原
告
が
控

訴
し
た
事
案
で
あ
る
。
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歩
行
者
が
胸
瞳
に
轢
い
て
負
傷
し
た
事
鞠
に
つ
い
て

道
路
の
設
置
の
管
理
職
疵
が
争
わ
れ
た
事
例

ー
駒
止
接
触
受
傷
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直



前
提
事
実

(争
い
が
な
い
か
、
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
容
易

に
認
め
ら
れ
る
事
実
)

①
被
告
は
、
平
成
一
六
年
三
月
、
被
告
が
管
理
す
る
市
道

(以
下

｢本

件
道
路
｣
と
い
う
。)
に
お
い
て
、
北
進
一
方
通
行
の
右
側

(東
側
)

に
樹
脂
製
ポ
ー
ル
ニ

九
基
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
四
〇
基

(以
下

｢本
件
ブ

ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
。
)
を
設
置
し
、
こ
れ
ら
を
管
理
し
て
い
る
。

の
原
告
は
、
平
成
一
六
年
三
一月
一
七
日
午
後
人
時
こ
ろ
、
本
件
道
路

を
横
断
し
た
際
、
同
所
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
に
蹟
き
、
段
差
の
あ

る
歩
道
に
顔
を
ぶ
つ
け
て
受
傷
し

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)、

翌
一
八
日
、
N
市
立
大
学
病
院
歯
科
口
腔
外
科
を
受
診
し
、
下
顎
骨
打

撲
傷
、
口
唇
割
創
、
歯
牙
被
折
の
診
断
を
受
け
た
。

争
点

①
本
件
道
路
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置

･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
か

ア

原
審
に
お
け
る
原
告
の
主
張

被
告
土
木
事
務
所
職
員
に
よ
る
と
、
違
法
駐
車
排
除
の
た
め
の
ブ

ロ
ッ
ク
で
受
傷
し
た
の
は
原
告
で
三
人
目
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

り
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
危
険
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
事

故
現
場
に
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
と
段
差
の
あ
る
歩
道
が
二
列
に
並
ん

で
い
る
た
め
、
原
告
は
大
け
が
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
危
険

な
状
況
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
た
道
路
区

間
に
は
、
そ
の
存
在
を
知
ら
せ
る
案
内
が
全
く
な
く
、
そ
の
こ
と
自

体
も
重
大
な
瑕
疵
で
あ
る
。
被
告
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
危
険
性
を

知
り
な
が
ら
故
意
に
放
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
に
よ
る
本
件
道

路
及
び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置

･
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
る
。

被
告
は
違
法
駐
車
排
除
の
た
め
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
設
置
し
た
と
主

張
す
る
が
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
た
後
も
、
本
件
道
路
に
は

い
つ
も
違
法
駐
車
車
両
が
あ
り
、
ま
た
、
壊
れ
て
撤
去
さ
れ
た
ブ
ロ

ッ
ク
が
あ
る
な
ど
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
駐
車
排
除
に
役
立
っ

て
お
ら
ず
危
険
な
だ
け
で
あ
る
。

被
告
は
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
視
認
性
が
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る

が
、
本
件
事
故
の
現
場
は
自
動
車
が
通
ら
な
い
限
り
暗
く
、
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
に
塗
ら
れ
た
蛍
光
塗
料
は
、
自
動
車
の
ラ
イ
ト
が
当
た
ら
な

い
限
り
、
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
横
断
歩
道

も
消
え
か
か
っ
て
お
り
、
目
視
し
に
く
い
状
態
に
あ
っ
た
。

イ

控
訴
審
に
お
け
る
原
告
の
主
張

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
道
路
法
や
道
路
構
造
令
に
お
い
て
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
本
件
ブ
ロ
ッ

ク
を
設
置
し
た
こ
と
自
体
に
違
法

(瑕
疵
)
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

道
路
法
十
六
条
に
は
市
が
道
路
の
管
理
を
行
う
と
記
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
、
ど
こ
に
も
市
が
勝
手
に
ブ
ロ
ッ
ク
を
設
置
で
き
る
と
は
記
さ

れ
て
い
な
い
し
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
道
路
構
造
令
上
の
道
路
設
備
に

も
該
当
し
な
い
。

被
告
は
、
法
令
の
根
拠
無
く
、
危
険
性
の
あ
る
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を

設
置
し
た
こ
と
、
又
は
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
危
険
性
が
あ
る
の
に
標

識
等
に
よ
り
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
周
知
さ
せ

る
な
ど
し
て
安
全
を
確
保
す
る
行
為
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

原
告
を
受
傷
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
賠
償
を
求
め
る

(そ
の

根
拠
と
し
て
、
原
告
は
民
法
七
百
九
条
及
び
七
百
十
条
を
指
摘
す
る

が
、
そ
の
主
張
内
容
か
ら
し
て
国
家
賠
償
法
一
条
に
基
づ
く
請
求
を
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し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
)
。

ウ

原
審
に
お
け
る
被
告
の
主
張

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
は
、
本
件
道
路
右
側
の
違
法
駐
車
を
排
除

す
る
た
め
に
必
要
か
つ
有
効
な
方
策
で
あ
り
、
本
件
道
路
及
び
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置

･
管
理
に
瑕
疵
は
な
い
。

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
上
部
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
蛍
光
塗
料
を
施

さ
れ
て
お
り
、
視
認
性
に
優
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
事
故
の
現
場

で
、
本
件
事
故
の
時
刻
と
ほ
ぼ
同
じ
時
刻
こ
ろ
に
、
照
度
を
測
定
し

た
と
こ
ろ
、
歩
行
に
十
分
以
上
の
明
る
さ
が
あ
り
、
原
告
が
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
を
目
祝
す
る
こ
と
に
何
ら
障
害
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
一
般
の
歩
行
者
が
通
常
の
注
意
を
払
っ
て
い
れ
ば
、

容
易
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
原
告
は
、
前
方
へ
の
注
意

･
確
認
を
怠
り
、
漫
然
と
通
行

し
た
結
果
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
ま
づ
い
て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
原
告
は
、
道
路
交
通
法
に
違
反
し
、
横
断
歩
道
か
ら
ほ
ど
近

い
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
横
断
歩
道
に
よ
る
こ
と
な
く
車
道
を
斜
め

横
断
し
た
た
め
に
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
蹟
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ

り
、
原
告
の
受
傷
の
責
任
は
、
原
告
自
身
が
負
う
ほ
か
な
い
。

エ

控
訴
審
に
お
け
る
被
告
の
主
張

被
告
は
、
道
路
法
十
六
条
一
項
に
基
づ
き
、
市
道
の
管
理
者
と
し

て
、
道
路
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
含
め
、

本
件
道
路
の
管
理

(道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復

旧
そ
の
他
全
て
の
道
路
法
上
の
管
理
行
為
)
を
行
っ
て
い
る
。
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
は
、
道
路
法
二
条
二
項
の
道
路
の
附
属
物
の
う
ち
、
同
項

一
号
に
規
定
さ
れ
る

｢駒
止
｣
に
該
当
し
、
道
路
構
造
令
二
条
十
八

号
に
規
定
さ
れ
た
路
上
施
設
に
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
道
路
の
附
属

物
の
構
造
に
係
る
技
術
水
準
に
つ
い
て
定
め
た
政
令
は
未
制
定
で
あ

る
と
こ
ろ
、
被
告
は
、
現
地
の
場
所
的
特
性
、
合
目
的
性
な
ど
を
踏

ま
え
、
道
路
の
保
全
と
道
路
交
通
の
円
滑
に
寄
与
す
る
よ
う
、
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
の
構
造
を
決
め
て
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
危
険
性
は
な
く
、
被
告
が
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
設

置
管
理
し
て
い
る
こ
と
は
何
ら
不
法
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
。

②
原
告
が
被
っ
た
損
害
の
額

略

三

裁
判
所
の
判
断

1

争
点
の
に
つ
い
て

①
前
記
認
定
事
実
並
び
に
証
拠
及
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
る
と
、
以
下

の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

ア

本
件
道
路
は
、
N
市
中
心
部
の
繁
華
街
に
位
置
し
、
従
来
よ
り
違

法
駐
車
車
両
が
多
い
道
路
で
あ
っ
た
。
被
告
は
、
本
件
道
路
を
道
路

法
十
六
条
に
基
づ
き
管
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成

三
一年
に
、
本

件
道
路
か
ら
ほ
ど
近
い
N
市
甲
区
乙
二
丁
目
の
ビ
ル
火
災
が
発
生
し

6R
)

た
際
、
違
法
駐
車
車
両
が
存
在
し
た
た
め
に
緊
急
車
両
の
消
防
活
動

0 0

が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
等
を
契
機
に
そ
の
対

2一

策
を
取
る
こ
と
と
し
、
平
成
一
六
年
三
月
、
違
法
駐
車
排
除
を
目
的

ナ

と
し
て
･

高
さ
奔

皿
の
樹
脂
製
ポ
ル

ニ

九
基
及
び
高
さ
ニ
五

帳

頃

長
さ
二
m
･

幅
二
0
m
の
ブ
ロ
ッ
ク
四
0
基

(本
件
ブ
ロ
ッ
ク
)

敵

を
本
件
道
路
の
車
道
外
側
線
の
外
側
の
道
路
部
分

険
下
求
件
車

轆

道
外
側
線
部
分
｣
と
い
う
。)
に
設
置
し
た
。
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
上

部
に
は
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
蛍
光
塗
料
が
施
さ
れ
て
い
た
。

劫



ウエ イ
ー

本
件
道
路
の
う
ち
、
本
件
事
故
が
発
生
し
た
N
市
甲
区
丙
三
丁
目

一
〇
番
区
画
と
同
九
番
区
画
の
間
の
道
路
は
約
八
0
m
の
区
間
で
あ

り
、
同
区
間
の
両
端

(北
端
及
び
南
端
)
の
交
差
点
に
は
、
横
断
歩

道
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
同
区
間
に
は
、
樹
脂
製
ポ
ー
ル
一
七
基
及

び
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
う
ち

一
一
基
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
本
件
事
故

現
場
付
近
の
車
道
幅
は
約
七
m
で
あ
り
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
と
東
側
歩

道
と
の
距
離
は
約
一
･
六
m
で
あ
る
。
上
記
区
間
は
、
繁
華
街
で
両

側
に
は
飲
食
店
等
の
店
舗
が
建
ち
並
び
、
発
光
性
の
看
板
、
広
告
塔

が
あ
る
ほ
か
、
街
路
灯
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。

原
告
は
、
平
成

一
六
年

一
二
月
一
七
日
、
N
市
甲
区
丙
三
丁
目
の

飲
食
店
で
、
夫
と
と
も
に
食
事
を
し
、
同
日
午
後
八
時
こ
ろ
、
飲
食

店
を
出
て
、本
件
道
路
の
上
記
区
間
西
側
歩
道
を
歩
行
し
て
い
た
が
、

夫
が
本
件
道
路
を
東
側
に
向
か
っ
て
横
断
し
た
の
に
続
い
て
、
本
件

道
路
の
上
記
区
間
の
南
端
か
ら
約

一
･
五
m
あ
る
い
は
約
二
五
･
六

m
の
地
点
か
ら
北
東
方
向
に
向
か
っ
て
斜
め
に
横
断
し
た
際
、
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
の
う
ち
一
基
に
つ
ま
づ
き
、
段
差
の
あ
る
歩
道
に
顔
を
ぶ

つ
け
て
受
傷
し
た
。
原
告
が
つ
ま
づ
い
た
ブ
ロ
ッ
ク
の
正
確
な
位
置

は
不
明
で
あ
る
が
、
原
告
の
記
憶
に
よ
る
と
、
上
記
区
間
の
最
も
南

側
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク

(以
下

｢ブ
ロ
ッ
ク
①
｣
と
い
う
。
)

か
、
上
記
区
間
の
中
間
付
近
に
設
置
さ
れ
た
南
側
か
ら
六
番
目
の
ブ

ロ
ッ
ク

(以
下

｢ブ
ロ
ッ
ク
⑥
｣
と
い
う
。
)
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

原
告
は
、
同
月
二
人
日
、
被
告
土
木
事
務
所
の
職
員
か
ら
、
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
で
蹟
い
た
と
い
う
通
報
を
受
け
た
の
は
、
原
告
で
三
人
目
で

あ
る
と
電
話
で
告
げ
ら
れ
た
。

被
告
に
お
い
て
、
平
成

一
七
年
五
月
二
四
日
午
後
八
時
こ
ろ
、
ブ

ロ
ッ
ク
①
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
⑥
の
そ
れ
ぞ
れ
中
央
上
部
に
お
い
て
、
照

度
計
を
用
い
て
照
度
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
ロ
ッ
ク
①
に
お
い
て

は
二
二
ル
ク
ス
、
ブ
ロ
ッ
ク
⑥
に
お
い
て
は
四
〇
ル
ク
ス
と
の
測
定

結
果
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
被
告
に
お
い
て
、
同
日
、
上
記
区
間
端

(南
端
と
推
測
さ
れ
る
。)
の
横
断
歩
道
中
央
部
で
、
同
様
に
照
度
を

測
定
し
た
と
こ
ろ
、
一
一〇
ル
ク
ス
と
の
測
定
結
果
が
得
ら
れ
た
。
社

日
本
防
犯
設
備
協
会
が
編
集
･
発
行
し
た
防
犯
照
明
ガ
イ
ド
に
よ
る

と
、
水
平
面
照
度

(道
路
の
路
面
上
の
平
均
照
度
)
三
ル
ク
ス
で
、

四
m
先
の
歩
行
者
の
顔
の
向
き
や
挙
動
姿
勢
が
わ
か
り
、
水
平
面
照

度
五
ル
ク
ス
で
、
四
m
先
の
歩
行
者
の
顔
の
概
要

(目

･
鼻

･
口
の

位
置
)
が
識
別
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

②
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
と

は
、
営
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
と

解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
上
記
瑕
疵
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
上
記
①
で
認

定
し
た
と
お
り
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
駐
車
排
除
を
目
的
と
し
て
、

樹
脂
製
ポ
ー
ル
と
と
も
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
上

道路行政セミナー 2 00 8 ,6 5 7

部
に
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
蛍
光
塗
料
が
施
さ
れ
、
視
認
性
の
向
上
が
図
ら

れ
て
い
る
ほ
か
、
本
件
事
故
現
場
は
、
両
側
に
飲
食
店
等
の
店
舗
が
建

ち
並
ぶ
繁
華
街
で
あ
り
、
発
光
性
の
看
板
、
広
告
塔
や
街
路
灯
が
設
置

さ
れ
て
い
て
、
夜
間
に
お
け
る
照
度
測
定
結
果
も
、
四
m
先
の
歩
行
者

の
顔
の
概
要
が
識
別
で
き
る
程
度
の
明
る
さ
を
大
き
く
上
回
る
照
度
が

確
保
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
般
の
歩
行
者
が
通

常
の
注
意
を
払
っ
て
い
れ
ば
、
夜
間
で
あ
っ
て
も
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
存

在
に
気
づ
く
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件
プ
ロ



ッ
ク
が
歩
行
者
に
と
っ
て
危
険
な
営
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
及
び
本
件
事
故
現
場
の
道
路
が
、
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
設
置

･
管
理

に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
本
件
事
故

は
、
原
告
が
、
近
く
に
横
断
歩
道
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
道

路
を
斜
め
に
横
断
し
、
そ
の
際
前
方
へ
の
注
意
が
不
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
原
告
は
、
上
記

一ー
3
ー
①
ア
の
と
お
り
、
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
は
危
険
な
も
の
で
あ
り
、
被
告
に
よ
る
本
件
道
路
及
び
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
の
設
置

･
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、

上
記
の
と
お
り
、

一
般
の
歩
行
者
が
通
常
の
注
意
を
払
っ
て
い
れ
ば
、

夜
間
で
あ
っ
て
も
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
に
気
づ
く
こ
と
は
容
易
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
本
件
事
故
以
前
に
、
原
告
以
外
に

二
名
の
者
が
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
蹟
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
直
ち
に
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
危
険
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
と
段
差
の
あ
る
歩
道
が
二
列
に
並
ん

で
い
る
こ
と
を
も
っ
て
特
段
危
険
な
状
況
と
は
い
え
な
い
し
、
本
件
ブ

ロ
ッ
ク
に
塗
ら
れ
た
蛍
光
塗
料
も
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
と
主
張
す

る
点
も
、
客
観
的
な
証
拠
の
裏
付
け
を
伴
わ
な
い
主
観
的
な
主
張
に
と

ど
ま
り

(証
拠
に
よ
っ
て
も
、
蛍
光
塗
料
は
視
認
性
を
高
め
て
い
る
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。)、
前
記
①
で
認
定
し
た
事
実
に
照
ら
し
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
違
法
駐
車
排

除
に
役
立

っ
て
い
な
い
と
の
点
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
、
証
拠
に
よ
る

と
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
に
よ
り
本
件
道
路
に
お
け
る
違
法
駐
車
を

完
全
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
違
法
駐
車
排
除
の
機
能
を

有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
証

拠
に
よ
る
と
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
違
法
駐
車
排
除
に
相
応
の
寄
与
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
無
用
の
物
で
あ
る

と
の
前
提
で
、
そ
の
設
置

･
管
理
の
瑕
疵
の
有
無
を
論
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

そ
の
他
、
原
告
が
主
張
な
い
し
指
摘
す
る
点
を
参
酌
し
て
も
、
本
件

ブ
ロ
ッ
ク
及
び
本
件
道
路
の
設
置

･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
認
め

ら
れ
な
い
旨
の
前
記
判
断
は
左
右
さ
れ
な
い
。

2

控
訴
審
に
お
け
る
原
告
の
主
張
に
対
す
る
判
断

①
原
告
は
、
被
告
が
何
ら
の
法
令
上
の
権
限
な
く
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
設

置
し
て
お
り
、
設
置
自
体
に
違
法

(瑕
疵
)
が
あ
る
旨
主
張
す
る
。
し

か
し
、
本
件
道
路
は
、
一
般
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
で
、
道
路
法
二

条

一
項
、
三
条
四
号
に
定
め
る

｢道
路
｣
で
あ
り
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
、

同
法
二
条
二
項
一
号
に
定
め
る

｢駒
止
｣
で
あ
り

(書
証
)、
道
路
法

上
、
道
路
の
附
属
物
と
し
て

｢道
路
｣
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
被
告
は
道
路
法
に
基
づ
き
本
件
道
路
の
管
理
者
と
し
て
、

そ
の
設
置
管
理
の
一
環
と
し
て
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
を
設
置
し
て
い
る
も
の

で
あ
っ
て
、
設
置
し
た
こ
と
自
体
に
瑕
疵
や
違
法
が
あ
る
と
は
い
え
な

し
Y

@

ま
た
、
原
告
は
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
危
険
性
が
あ
る
の
に
標
識
等
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に
よ
り
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
な
ど

し
て
安
全
を
確
保
す
る
行
為
を
し
な
か
っ
た
違
法
が
あ
る
旨
主
張
す

る
0



し
か
し
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
及
び
本
件
事
故
現
場
の
道
路
が
、
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
原
判
決
説
示
の
と
お
り
で
あ

り
、
こ
れ
に
加
え
て
原
告
主
張
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
の
で
な
け
れ

ば
安
全
性
に
欠
け
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
は
本
件
車
道
外
側
線
部
分
に
設
け
ら
れ
て
お

り
、
本
件
車
道
外
側
線
部
分
は
、
本
件
道
路
の
両
側
に
歩
道
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
路
交
通
法
二
条

一
項
三
号
の
四
に
定
め
る

｢路
側
帯
｣
に
は
該
当
せ
ず
、
歩
行
者
が
通
行
又
は
横
断
す
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
る
部
分
に
設
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

(道

路
交
通
法
十
条
、
十
二
条
)、
被
告
と
し
て
は
本
件
ブ
ロ
ッ
ク
な
さ
れ

て
い
る
以
上
に
歩
行
者
の
安
全
に
配
慮
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
も
解
さ

れ
ず
、
原
告
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

3

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
判
決
は
相
当
で
あ
り
、
本
件
控
訴
は
理
由
が
な
い

か
ら
棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

参
考
条
文
"道
路
法

(抜
粋
)
(昭
和
二
七
年
六
月
一
〇
日
法
律
第
百
八
十
号
)

(用
語
の
定
義
)

第
二
条

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
の
附
属
物
｣
と
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
、
安

全
か
つ
円
滑
な
道
路
の
交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は

工
作
物
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

道
路
上
の
さ
く
又
は
駒
止
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